
令和5年3月28日

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

11
訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等

□法第60条第2項第１号 □法第60条第2項第２号

　（電算処理ファイル） 　（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当する
ファイル

　　　　□有　□無

13 備　　　考

作成年月日(修正した場合にあっては、直近の修正年月日)

個人情報ファイル簿

貸出登録申込書を提出した者

図書館利用者登録ファイル

池田町教育委員会

教育委員会事務局図書館

図書館資料貸出利用者の連絡先等を把握し、予約、督促連絡をす
る。居住地区別、年代別等の利用状況、傾向を把握する。

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日、６保護者
（高校生以下）、７勤務先・学校名（在勤・在学者）

本人、保護者からの情報提供

含まない

－

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地

池田町教育委員会　図書館

〒５０３－２４２５
岐阜県揖斐郡池田町六之井１５４１番地の１

－

10

12

－

個人情報ファイルの種別

レ レ


